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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２９年７月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年９月９日 ０４時００分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市壱岐島東方沖 

 魚釣
うおつり

埼灯台から真方位０７１°３.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５１.８′ 東経１２９°５０.５′） 

インシデントの概要 漁船３３せいりゅうは、南南西進中、主機が停止し、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過  平成２８年１２月２０日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（門司事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ３３せいりゅう、１９トン 

 ＮＳ２－２３０６４（漁船登録番号）、有限会社浜栄水産 

 １８.１５ｍ（Lr）×４.４４ｍ×１.７３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、平成８年２月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２４年８月１４日 

  免許証交付日 平成２４年８月１５日 

         （平成２９年８月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過 本船は、まき網船団の漁獲物運搬船で、船長及び甲板員１人が乗り

組み、壱岐島北東方沖で僚船から漁獲物を積み込み、長崎県佐世保
さ せ ぼ

市佐

世保港に向け、約１０ノットの対地速力で壱岐島東方沖を南南西進して

いた。 

本船は、平成２８年９月９日０４時００分ごろ、船長が、尿意を催し

て操舵室を出たところ、主機クランク室のミスト抜き管（以下「ミス

ト抜き管」という。）を甲板上まで延長したホースから白煙の排出を
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認めたので、主機の回転数を下げたところ、主機が停止した。 

本船は、主機が始動できなくなったので僚船にえい
．．

航され、１２時

００分ごろ佐世保市相浦
あいのうら

港に入港した。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、機関整備業者が主機を点検したところ、‘６番シリンダの

シリンダヘッドガスケット冷却清水用Ｏリング’（以下「本件Ｏリン

グ」という。）が損耗しており、本件Ｏリング周りの金属に発錆
せい

が確

認され、クランク室内の潤滑油に多量の冷却水の混入が認められ、ピ

ストン及びクランク軸の焼付きが確認された。 

本船は、平成２０年２月ごろ機関室の油汚れ防止の目的としてミス

ト抜き管をホースで甲板上まで延長した。  

船長は、出航前に、冷却水の補給と潤滑油量の確認を行っていた

が、冷却水量が減る原因は、ラジエターから漏れていると思ってい

た。 

主機は、本インシデント後、中古の機関に換装された。 

（写真１ シリンダヘッドガスケットの状況、写真２ 本件Ｏリング

の損耗状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、壱岐島東方沖を南南西進中、冷却清水の混入した潤滑油が

ピストン、クランク軸等に供給されていたことから、各部の潤滑が阻

害され、全シリンダのピストン、シリンダライナ及びクランク軸が焼

損して主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えられ

る。 

 本船は、本件Ｏリングが損耗し、周りの金属に発錆が確認されたこ

とから、主機停止中に冷却清水が本件Ｏリングの損耗部分からシリン

ダ内を経由してクランク室に浸入し、潤滑油に混入したものと考えら

れる。 

 本船は、以前（時期不明）から、主機運転中に冷却清水の混入した

潤滑油が主機各部に供給され、各部の潤滑が阻害されていたものと考

えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、壱岐島東方沖を南南西進中、冷

却清水の混入した潤滑油がピストン、クランク軸等に供給されていた

ため、各部の潤滑が阻害され、全シリンダのピストン、シリンダライ

ナ及びクランク軸が焼損して主機の運転ができなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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・定期的に潤滑油及び冷却水の消費量を記録し、消費量に変化があ

った場合は、その原因を調査すること。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 
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写真１ シリンダヘッドガスケットの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件Ｏリングの損耗状況 
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